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B
は
、
電
線
共
同
溝
の
占
用
に
よ
っ
て
支
出
を
免
れ
る
こ
と
と
な
る
金
額 

bi
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
（
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
線
共
同
溝
の
部
分
の
増
加
を
伴
う
電

線
の
種
類
若
し
く
は
数
量
の
変
更
又
は
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

期
間
の
延
長
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
を
受
け
た
者
が
当
該
許
可
に
係

る
電
線
を
当
該
電
線
共
同
溝
の
存
す
る
道
路
の
地
下
に
自
ら
設
置
す
る
必
要
が
な

く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
許
可
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
以
降
そ
の
占
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
の
i
年
目
の
年
度
に
お
い
て
支
出
を
免
れ
る
こ
と
と
な

る
道
路
の
掘
削
及
び
埋
戻
し
そ
の
他
当
該
電
線
の
設
置
又
は
管
理
に
要
す
る
費
用

の
額
（
当
該
電
線
共
同
溝
を
占
用
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
許
可
を
受
け
た
者
ご
と

に
追
加
的
な
設
備
が
必
要
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
額
を
控
除
し

た
額
） 

m
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
当
該
電
線
共
同
溝
の
耐
用
年
数
の
期
間
の
末
日
の

属
す
る
年
度
に
お
け
る
応
当
日
ま
で
の
年
数 

r
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
年
利
率 


